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４．南関東地域対応

■ 南関東地域の被害想定と地震対策

、 。南関東地域においても 直下型地震の切迫性が指摘されている

、 、 、なお 関東大震災クラスの地震が発生した場合 死者１５万人

建物大破約３９万棟、建物焼失約２６０万棟という大被害が予

想されている。

○南関東地域における関東大震災タイプの地震に関する被害想定

被害の内容 被害の程度

死 者 約 １５万人
人的被害

負傷者 約 ２０万人

大 破 約 ３９万棟
建物被害

中 破 約 ４２万棟

焼失棟数 約２６０万棟
火災被害

(罹災世帯) 約３７７万世帯

（出典「南関東地域地震被害想定調査 （中央防災会議、昭和６３年 ）」 ）

この被害想定を受け、昭和63年に災害時の応急対策を定めた南関東地域震災応急

対策活動要領を中央防災会議で決定。

参考 アメリカのリスクマネージメントソリュージョンズ社が行った被害想定 １（ ） （

９９５年 によると 東京を含めた首都圏で関東大震災と同様の地震が発生） 、

、 （ ） 、 （ ）した場合 建築物・設備 ストック 被害100～160兆円 経済活動 フロー

被害105～165兆円としている。
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■ 南関東地域の地震対策の充実 

阪神・淡路大震災の教訓から、より具体性・実効性のある地震

防災体制の構築の必要性が高まった。これを受け、平成 10 年６

月に中央防災会議大都市震災対策専門委員会において南関東地

域を始めとする大都市における震災対策について政府全体の取

り組みの前提となる基本的な考え方や検討の方向を示した提言

がとりまとめられた。この提言を受け、「南関東地域直下の地震

対策に関する大綱」・「南関東地域震災応急対策活動要領」の見直

しが行われた。 

 

○南関東地域直下の地震により著しい被害を生じるおそれのある震度Ⅵ相当

以上になると推定される地域の範囲(大綱の対象地域) 

 
(出典｢中央防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会検討結果報告｣、平成４年８月21日) 
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○南関東地域の地震対策に関する各種計画の体系 

 
国 

（中央防災会議） 
 
 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 
＊平成10年６月に阪神・淡路大震災の  

教訓を踏まえ、大綱・活動要領を改訂。 
 

地方公共団体 

 

指定公共機関 

○事前対策を中心とした震災対策の基本方針 

○施設の耐震化等による都市の防災構造化、 

防災体制の充実強化等の対策を規定 

○緊急災害対策本部を中心 

 に応急対策を実施する場 

 合の手順 

○情報収集、広報、緊急輸 

送、救助、物資調達等の 

活動分野ごとに規定 

○応急対策の実施的対応パ 

ターンを構築 

・医療搬送(H10.8) 

・広域輸送（現在検討中） 

・帰宅困難者対策等（〃） 

○ヘリコプター等の有効活 

 用、運用体制の確立 

防災基本計画 

（震災対策編） 

南関東地域直下の地震対

策に関する大綱(H4.8)＊

南関東地域震災応急対

策活動要領(S63.12)＊

個別の応急対策活動ご

とのアクションプラン

地域防災計画

防災業務計画




